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新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業期間の延長について 

 

平素より，本校の教育活動にご理解・ご協力をいただき，また，長期にわたる新型コロナウイルス

感染拡大防止の取組についても，ご理解・ご協力をいただき，誠にありがとうございます。 

さて，この度，政府による緊急事態宣言並びに京都府知事による休止要請が延長されたことを受け，

本市立学校・幼稚園の臨時休業期間を５月31日（日）まで延長することが教育委員会において決定さ 

れました。 

そこで本校においても，下記のとおり臨時休業を延長しますので，ご連絡申し上げます。 

また，併せて，臨時休業期間の長期化に伴い，保護者の皆様にもご心配を頂いております，子どもた

ちの学習面等での取組についても，教育委員会から示された方針も踏まえ，お知らせさせていただきま

す。 

 ご家庭においても，家庭学習等に計画的に取り組めるよう，保護者の皆様から子どもたちにお声かけ

いただくことをお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１ 臨時休業期間の延長について 

【臨時休業の延長】 

５月31日（日）まで延長します。 

※ なお，今後の国及び京都府の動向や本市域の感染状況等を踏まえ，期間を変更することがあり

ますので，その際は，速やかにメール配信，ホームページなどにてお知らせします。 

 

２ 臨時休業期間中の取組について  

【家庭学習等の取組】 

 ア 希望する子どもを対象に学習相談日を設定 

希望する子どもたちが，直接，教員と面談し，学習等での疑問点，悩みや困りごと等を相談・質

問等するために，新たに，登校できる機会を設けます。希望されるご家庭は，別紙の「学習相談

日のお知らせ」プリントを参照いただき，同封の「保護者同意書」に必要事項をご記入・捺印の

上，登校される際にお子さまを通じてご提出ください。 

※ 教室等では，子ども同士や子どもと教員の間に適切な距離を空け，マスク着用や，換気，手

洗い等，感染防止対策を徹底して行います。 

 

 

 



 イ 学習課題の提示 

  ① 引き続き，家庭訪問や郵便受けへの投函，学習相談日での本人への配布等により，臨時休業期

間中の学習課題を提示していきますので，計画的に取り組めるよう，ご家庭においても，子ど

もたちへの指導をお願いいたします。 

    ※ 家庭訪問等の際には，マスク着用等による感染防止対策を徹底させていただきます。また， 

直接子どもたちや保護者の方とお話させていただく必要がある場合には，必ず事前連絡し

たうえで訪問させていただきます。 

  ② 学習課題の疑問点・質問など受け付けるために，北山通り沿い，正門脇にある「郵便ポスト」

を利用していただいても結構です。担任等がその内容を確認し，学習相談日や家庭訪問 

   （ポストイン）等の際に，お返しします。 

※ 必ず，学年と名前をご記入の上，投函してください。 

 

ウ ５月の学習内容に関するＫＢＳ京都テレビでの「特別教育番組」の放送 

小学校１年生～３年生対象の番組も新たに加え，小学１～中学３年生の各学年で，５月に学習す

る単元を中心とした「特別教育番組」を，５月18日（月）から５月29日（金）にＫＢＳ京都で放

送します。放送スケジュールの詳細は，同封のチラシをご参照ください。子どもたちが，手元に教

科書を用意して，教科書に沿って学習できる内容です。ぜひ，ご覧ください。 

なお４月放送分の動画はKBS京都テレビのホームページから閲覧できますので，あわせてご活用

ください。 

   閲覧するには，ユーザー名及びパスワードが必要となるため，本校のユーザー名及びパスワード

をお知らせします。なお，権利処理の都合上，動画配信は京都市立学校に在籍する児童生徒を対象

とするため，ユーザー名及びパスワードを他人に渡したり転送したりすることはしないでください。

ご理解・ご協力お願いいたします。 

本校のユーザー名及びパスワードはメールにてお知らせしております。 

検索方法  

スマホや PC で「KBS 京都ホームページ」（トップページ）  

⇒ がんばれ！京都の子どもたち  

⇒ 視聴したい番組を選択（クリック）   

⇒ ユーザー名・パスワード入力  

 

 

エ 文部科学省や東京書籍等の家庭学習教材の活用 

先日（4/20～4/27），各家庭に配布させていただきました「きみの『楽しい』を見つけよう！」

京都市家庭学習応援コンテンツ[プリント]もご参照いただき，文部科学省「子供の学び応援サイト

～臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト～」や東京書籍「プリントひろば」等

も活用して家庭学習を進めてください。 



３ 臨時休業期間の不要不急の外出自粛と健康観察の徹底 

（１）緊急事態宣言が継続された趣旨を踏まえ，引き続き，不要不急の外出を控えるよう，各ご家庭で

も指導してください。また，早寝早起きや栄養バランスのとれた食事等を意識した基本的な生活習

慣を維持するように併せてお願い申し上げます。 

 

（２）引き続き「健康観察票」をもとに，引き続き，朝夕の検温など子どもたちと一緒に健康観察に取

り組み，子どもたちはもとより，ご家族の体調や健康管理，保健衛生意識の向上について意識を高

め，実践していただくようお願いします。    

 

（３）ご家庭において，次のような状況が起こった場合は，速やかに学校（電話 ４９２－１３３０ 

※ 8:30～17:00 ）へ連絡してください。 

 

 

 

 

 

（４）臨時休業期間中の子どもたち・保護者様等へのお知らせについては，メール配信，本校ホームペ

ージへの掲載にて行いますのでよろしくお願いします。 

 

４ 学校再開後の授業時数の確保等 

この度の臨時休業期間の延長に伴い，学校再開後の，各教科等の授業時数を確保するため，学校行

事の見直しや時間割の工夫（例：週１～３回程度の７時間授業など），補充学習の実施（例：放課後

や月１～２回程度の土曜学習など），また，夏休み（夏季休業期間）を短縮し，７月中の「午前中授

業」（給食はありません。）の実施等について検討する方針が教育委員会から示されました。 

 現在，詳細は確定しておりませんが，保護者の皆様には，決まり次第改めてお知らせさせていただ

きますので，よろしくお願いいたします。 

 

○ お子様が，検査などにより新型コロナウイルス感染症と診断された 

○ お子様に感染の疑い（疑似症）があり，検査を受けるよう医師等から言われた 

○ 御家族などが感染され，お子様や同居されている御家族が濃厚接触者として検査や経過観察が

必要であると医師等から言われた 


